
放送番組審議会議事録 

 

燕三条エフエム放送株式会社 

 

１、開催年月日  平成 26年 9月  3日(水) 

 

２、開催場所   三条市 横町 1-4-37  割烹かわ波 

 

３、委員の出席 

 

 ・委員総数  ・・・・ 8名 

 

 ・出席委員数 ・・・・ 5名 

 

 ・出席委員の氏名・・時田 康弘委員長、瀬戸 明委員、遠藤 愛子委員、 

田邉とも子委員、市島 清貴委員 

 

 ・欠席委員の氏名・・吉田 文彦委員、久住とも子委員、五十嵐嘉一委員、 

 

 ・放送事業者側出席者・・阿部 傅取締役、本間取締役、馬場本部長、阿部局長、 

 

４、委員長挨拶  時田委員長 

 

 皆様、お疲れ様です。お盆が終わったと思ったら、もう 9 月になり、毎日が目まぐるし

く過ぎて行きます。日本の各地で災害が多発しており、常に注意をしていないといけない

状況です。さて、今回の番組審議会は、いつもの場所ではなく、外に出ての審議会になり

ます。昨年は燕の名店から、今年は三条のまた素晴らしいお店を設営して頂き、ありがと

うございます。今日は会場が変わり、また素晴らしい意見をお聞きできると思いますので

宜しくお願い致します。 

 

５、事業者側経過報告 阿部取締役 

 

 お忙しいなか、お集まり頂きありがとうございます。8月は、弊社のメイン番組「燕三条

系さとちん電波」のパーソナリティが出演するイベントが多くあり、沢山のリスナーから

来場して頂きました。市民の方々にこのラジオ局が浸透してきたことを感じています。 



 10 月は、番組改編の時期ですが、今回はあまり変更をせず、次回以降に変更を行いたい

と考えているので、皆様からご意見、ご提案お願い致します。 

 

６、議題内容 

（１）今後の番組編成や、新番組について 

（２）次回の番組審議委員会の日程について 

 

７、議事内容 

 

時田委員長：それでは、番組編成や、新番組についてご意見ご提案の有るは、ご発言お願

い致します。  

市島 委員：番組の内容ではありませんが、天候のコメントをするときは、山間部だけ天

候が違っていることが、よくあるので注意して欲しいです。ラジオでいい天

気ですと言っているのに下田地域は大雨のことが多々あり、聞いている人は

何を言っているのだという感じを持たれます。コミュニティ放送は地域限定

の情報を発信しているのですから、そのくらいはフォローして欲しい。 

遠藤 委員：「燕三条系さとちん電波」はとても楽しく、多くのリスナーがいることは、当

然だと思います。またニュースを担当している若手の社員も、アナウンスが

うまくなってきたので、午後に担当番組を持たせても良いと思います。もち

ろんターゲットをしっかりしぼって放送して欲しい。 

田邉 委員：三条には、ここのお店のように花街と呼ばれている文化があるので、そこに

焦点をあてた番組も行ったらどうでしょうか。 

瀬戸 委員：三条や燕で素晴らしい講演が行われているので、その講演をぜひ定期的に放

送してもらいたいです。  

時田委員長：燕三条ではこれから多くのイベントが目白押しです。様々な形で「ラヂオは

～と」さんもかかわっていると思いますが、「ラヂオは～と」さんが企画した

イベントも行ったらいかがでしょうか？  

市島 委員：夕方生放送の時間帯が短いのでニュース天気予報だけでなく、もう少し情報

を盛り込んだワイド番組を行って欲しい。 

田邉 委員：ニュースは新潟県の物ばかりですが、全国のニュースを織り交ぜて放送して

ほしいです。 

遠藤 委員：行政の情報番組で三条市長と燕市長が直接話しているコーナーが週 1 回です

が、もう少し回数を多くして、市長が考えていることを直接話してもらいた

いです。地方紙の記事では、なかなかその真意が伝わらないことが多いです。 

瀬戸 委員：朝の 8 時に倫理法人会が提供している番組が有りますが、そのなかの職場の

教養を読むところがありますが、法人会の上部にお願いして、その日当日の



内容を読んでもらいたいです。倫理法人会の上部組織にいわれ一ヶ月まえの

内容を読んでいますが、本はかなり前に送られてきているのでかまわないと

思いますので、ぜひ交渉して下さい。 

時田委員長：それでは、（２）次回の審議委員会の日程について決めたいと思います。 

阿部 局長：11月 26日(水)午後 1時 30分からは如何でしょうか。 

時田委員長：それでは 11月 26日（水）午後 1時 30分開始で次回は燕三条エフエムの社屋

で行います。 

今回も皆さん慎重審議ありがとうございました。 

 

８、審議機関の答申又は改善意見に対してとった措置及びその措置年月日 

 

 特になし 

 

９、審議機関の答申又は意見の概要を公表した場合におけるその公表内容方法及び年月日 

 書類のエントレンスホールへの備置き 

 webサイト上に記載 

 

10、その他、参考となる事項 

 

 特になし 

 


